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≪特別養護老人ホーム 国見苑  利用料金≫ 

ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負

担額）と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払いください。 

 尚、当施設のご利用料金は多床室と従来型個室の 2種類の料金体系があります。 

①【多床室をご利用になった場合の料金体系】 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護１ 

5,740円 

要介護２ 

6,439円 

要介護３ 

7,158円 

要介護４ 

7,856円 

要介護５ 

8,544円 

２．内、介護保険から給付

される金額 

 

5,166円 

 

5,795円 

 

6,442円 

 

7,071円 

 

7,689円 

３．サービス利用に係る自己負担額

（１－２）（１割） 

    

 574円 

 

 644円 

 

 716円 

 

 786円 

 

 855円 

  サービス利用に係る自己負担額 

     （2割） 

 

 1,148円 

 

 1,288円 

 

 1,432円 

 

 1,572円 

 

 1,709円 

  サービス利用に係る自己負担額 

     （3割） 

 

1,723円 

 

1,932円 

 

2,148円 

 

2,358円 

 

2,564円 

４．居室に係る自己負担額 855円 ※負担軽減制度あり（要申請） 

５．食事に係る自己負担額 1,530円 ※負担軽減制度あり（要申請） 

６．自己負担額合計 

（３＋４＋５） 

 （１割）（２割）（３割） 

2,959円（1割） 

3,533円（2割） 

4,107円（3割） 

3,029円（1割） 

3,673円（2割） 

4,317円（3割） 

3,101円（1割） 

3,817円（2割） 

4,533円（3割） 

3,171円（1割） 

3,957円（2割） 

4,742円（3割） 

3,240円（1割） 

4,094円（2割） 

4,949円（3割） 

【従来型個室をご利用になった場合の料金体系】 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護 1 

5,740円 

要介護 2 

6,439円 

要介護 3 

7,158円 

要介護 4 

7,857円 

要介護 5 

8,544円 

２．内、介護保険から給付

される金額 

 

5,166円 

 

5,795円 

 

6,442円 

 

7,070円 

 

7,661円 

３．サービス利用に係る自己負担額

（１－２）（１割） 

 

 574円 

 

 644円 

 

 716円 

 

 786円 

 

 855円 

  サービス利用に係る自己負担額 

       （2割） 

 

1,148円 

 

1,288円 

 

1,432円 

 

1,572円 

 

 1,709円 

  サービス利用に係る自己負担額 

     （3割） 

 

1,723円 

 

1,932円 

 

2,148円 

 

2,357円 

 

2,564円 

４．居室に係る自己負担額 1,171円 ※負担軽減制度あり（要申請） 

５．食事に係る自己負担額 1,530円 ※負担軽減制度あり（要申請） 

６．自己負担額合計 

（３＋４＋５） 

 （１割）（２割）（３割） 

3,275円（1割） 

3,849円（2割） 

4,423円（3割） 

3,345円（1割） 

3,989円（2割） 

4,633円（3割） 

3,417円（1割） 

4,133円（2割） 

4,849円（3割） 

3,487円（1割） 

4,273円（2割） 

5,058円（3割） 

3,556円（1割） 

4,410円（2割） 

5,265円（3割） 

※居室、食事の利用料金に係る負担減免措置に関して、詳しくは各区役所へお問い合わせ下さい。 
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☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます。（償還払い）償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額

を変更します。 

☆ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載

している負担限度額とします。 

 

《加算料金等》 

 ・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）       一ヶ月の総単位の 83/1000の単位（①） 

 ・日常生活継続支援加算                1日につき  37円（①） 

 ・看護体制加算（Ⅰ）                 1日につき   5円（①） 

 ・看護体制加算（Ⅱ）                 １日につき  ９円（①） 

 ・夜勤職員配置加算(Ⅲ)                 1日につき  17円（①） 

・精神科医師配置加算                  1日につき    6円（①） 

 ・口腔衛生管理体制加算                1ヶ月につき 31円（①） 

 ・栄養マネジメント加算                1日につき   15円（②） 

・療養食加算                     1日につき   19円（③） 

・配置医師緊急時対応加算              1回（早朝・夜間）668円（③） 

                          1回（深夜の場合）1,336円（③） 

・看取り介護加算Ⅱ（死亡日以前 4日～30日まで）   1日につき   148円（③） 

          （死亡の前日・前々日）       1日につき   801円（③） 

（死亡日）             1日につき  1,623円（③） 

・排泄支援加算                   1回／月（6ヶ月以内）103円（③） 

 ・褥瘡マネジメント加算                         1回／月（3ヶ月以内）11円（③） 

 ・低栄養リスク改善加算              1回／月（6ヶ月以内）309円（③） 

 ・再入所時栄養連携加算             1回／月（再入所後 1回）411円（③） 

 ・個別機能訓練加算                  1日につき  13円（②） 

 ・初期加算 （初回入所又は 30日を超える入院からの再入所時） 1日につき  31円（①） 

 ・入院又は外泊時費用                 1日につき  253円（③） 

   （入院・退院日を除く 6日間） 

   （1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大 12日分） 

 

☆ 加算料金につきましては、①利用契約上加算されるもの、②別途ご契約頂くもの、③該

当する状況に対し加算されるもの、があります。 
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◇当施設の居住費・食費の負担額〔ショートステイを含む〕 

 世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられる方の場合は、

施設利用・ショートステイの居住費（滞在費）・食事の負担が軽減されます。 

                                   

☆実際の負担額は、日額で設定されます。 

（２）（１）以外のサービス（契約者第 4条、第 5条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

≪サービスの概要と利用料金≫ 

①特別な食事（飲食を含みます。） 

 ご契約者の希望に基づいて特別な食事を提供します。 

 利用料金：要した費用の実費 

②理髪・美容 （ヘアーサロン エアリアル） 

 月に２回、理・美容師の出張のよる理美容サービスをご利用いただけます。 

 利用料金：カット      １，６００円 

      髭剃り      １，１００円 

      顔剃り      １，１００円 

      カラー・カット  ６，６００円 

対象者 区 分 
居住費 

（従来型個室） 

居住費 

（従来型多床室） 
食 事 

生活保護受給者 

利用者負担 

第１段階 
320円 0円 

300円／日 

 

 

 

 

世帯全員が 

市町村民税

非課税で 

 

老齢福祉年金を

受給している方

生活保護を受け

ている方 

本人の前年の合

計所得金額と課

税年金収入の合

計が 80万以下

の方。 

利用者負担 

第２段階 

420円／日 

 

370円／日 

 

390円／日 

 

利用者負担第２

段階以外の方 

 

利用者負担 

 第３段階 
820円／日 

 

370円／日 

 

650円／日 

 

 

上記以外の方 

 

  

利用者負担 

 第４段階 

   

1,171円／日 

 

855円／日 

 

1,530円／日 
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③貴重品の管理 

 利用者預り金取り扱い規定に基づき、利用者の預金通帳・印鑑を管理。預り金等の払い出

しの便宜を図るため、小口現金として５千円を出納者が、施設金庫で保管し物品購入・医療

費等の支払い請求の場合に支払いを代行いたします。 

◇ 管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預けている預金。 

◇ お預かりするもの：上記預金通帳と金融機関に届けた印鑑。 

◇ 保管責任者：施設長 

◇ 出納方法 

・預金預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していた

だきます。 

・保管管理者は、上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引出しを行います。 

・保管管理者は、出入金の都度、出入金記録簿を作成し、その写しをご契約者に交付します。 

◇事務管理費・・・・・2,000円／月 

（貴重品の保管・管理の代行：日常的な支払代行・日用品の購入・管理・保管等） 

④レクリエーション・趣味活動 

 ご契約者の希望によりレクリエーションや趣味活動に参加していただくことができます。 

◇行事◇ 

 ７月 夏祭り       実費（軽食・飲物含）ご家族様もご参加ください。 

 ９月 長寿をお祝いする会 実費（軽食・飲物含）ご家族様もご参加ください。 

１２月 クリスマス会    実費（軽食・飲物含）ご家族様もご参加ください。 

 ＊その他、フロアごとに季節の行事を実施 

◇趣味活動◇ 

 華道           実費をいただきます。   

 フラワーセラピー     実費をいただきます。  

 書道           実費をいただきます。 

◇その他◇ 

 訪問販売［菓子・出張販売］（小野寺商店）  

⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

 日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただく

ことが適当であるものに係る費用をご負担いただきます。 

 ＊オムツ代は、介護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありません。 

⑥防災訓練［毎月］（含：総合防災訓練年２回） 

 

（３）利用料金の支払い方法 

 毎月の利用料金・費用は、１ヶ月毎に計算し、翌月の１５日にご契約者の口座より自動引

き落としいたします。 

翌月１０日迄、明細書等をご家族様に郵送いたします。 

金融機関からの自動引き落とし ： ご利用できる金融機関：七十七銀行 

 


